
 制定：2025年6⽉25⽇ 

 SORACOMはじめてサポート規約 

 （利⽤規約の適⽤） 
 第1条  株式会社ソラコム（以下「当社」といいます。）は、この規約（以下「本規約」とい 

 います。）に基づき、利⽤者に対してSORACOMはじめてサポート（以下「本サービス」 
 といいます。）を提供します。 

 （本契約の締結） 
 第2条  利⽤者は、当社所定の⼿続に従い、当社ウェブサイトその他当社が指定する⽅法に 

 より本サービスの利⽤の申込みを⾏うものとします。当社がかかる申込みを受け付けた時 
 点で、本規約に基づく本サービスの提供に関する契約（以下「本契約」といいます。）が 
 当社と利⽤者との間に成⽴するものとします。申込みをいただいた場合であっても、繁忙 
 期その他の事情により、当社の判断で、申込みの受け付けを停⽌することがあります。ま 
 た、申込み時に希望したスケジュール通りにWeb ミーティングが実施できない場合があり 
 ます。ご理解のうえお申込みください。なお、本サービスの利⽤者は、本規約の内容を承 
 諾の上、かかる申込みを⾏うものとし、本サービスの利⽤者が申込みを⾏った時点で、当 
 社は、本サービスの利⽤者が本規約の内容を承諾しているものとみなします。 

 （アカウント等） 
 第3条  本サービスの申込み及び本サービスを利⽤するためには、利⽤者は、有効な電⼦ 

 メールアドレスに関連づけたアカウント(以下「ソラコムアカウント」⼜は単に「アカウン 
 ト」といいます。)を作成しなければなりません。本規約で明⽰的に認められている場合を 
 除き、利⽤者は⼀つの電⼦メールアドレスにつき、⼀つのソラコムアカウントのみ作成す 
 ることができます。 

 2.  当社は、利⽤者に対し、前項に基づき作成されるソラコムアカウントに当社が提供するシ 
 ステムにログインするためのIDであるログインID(以下｢本ログインID｣といいます。)及び 
 ログインパスワード(以下｢本ログインパスワード｣といいます。)を付与します。 

 3.  利⽤者は、⾃⼰の責任において本ログインID及び本ログインパスワードを管理するものと 
 し、  本  ロ  グ  イ  ン  ID  及  び  本  ロ  グ  イ  ン  パ  ス  ワー  ド  を  第  三  者  に  貸  与、  譲  渡  若  し  く  は  使  ⽤  許  諾  ⼜  は 
 第三者の利益のために使⽤してはならないものとします。また、利⽤者は、ソラコムアカ 
 ウントの不正使⽤若しくはそのおそれを認識した場合⼜はソラコムアカウント情報の紛失 
 若  し  く  は  盗  難  が  あっ  た  場  合、  直  ち  に  当  社  に  そ  の  旨  通  知  す  る  も  の  と  し  ま  す。  利  ⽤  者  は、  ⾃  ら 
 のソラコムアカウントに基づき⽣じるあらゆる事象につき、かかる事象が利⽤者、利⽤者 
 の役員若しくは従業員、⼜は第三者による不正使⽤若しくは誤使⽤のいずれによるものか 
 を問わず⼀切の責任を負うものとし、当社は何らの責任も負担しないものとします。ま 
 た、かかるソラコムアカウントの使⽤に基づき当社に損害が発⽣した場合、利⽤者は当社 
 に対し、当該損害を賠償しなければならないものとします。 

 4.  利⽤者は、⽒名及び住所⼜は居所(法⼈の場合は、その名称、主たる事務所の所在地及び代 
 表者の⽒名)、電⼦メールアドレス、請求書の送付先、当社に届け出たクレジットカードそ 
 の他の当社が指定する事項に変更があったとき⼜はかかる変更の予定を認識したときは、 
 当社に対し、直ちに当該変更の内容について届出をするものとします。 

 5.  前項の届出があったときは、当社は、その届出のあった事実を証明する書類を提⽰してい 
 ただくことがあります。 

 6.  利⽤者が第4項に規定する変更を当社に届け出ないときは、当社が利⽤者から届出を受け 
 ている⽒名、名称、住所若しくは居所への郵送あるいは電⼦メールアドレスへの電⼦メー 
 ルの送信を⾏った場合は、当該送信は利⽤者に対して⾏われたものとみなします。 

 （規約の変更） 
 第4条  当社は、本規約を随時変更することができるものとします。なお、この場合には、利 

 ⽤者の利⽤条件その他本契約の内容は、変更後の本規約を適⽤するものとします。 
 2.  当社は、前項の変更を⾏う場合は、ウェブサイトへの掲載その他当社が定めた⽅法によ 



 り、その内容を利⽤者に通知するものとします。通知された新たな内容の本規約は、当該 
 通知の時から適⽤されることとします。 

 （本サービスの内容） 
 第5条  当社が利⽤者に対して提供する本サービスの内容は、当社ウェブサイトに掲載する 

 とおりとします。 
 2.  本サービスの内容に明⽰的に含まれていない業務に関しては、別途当社と利⽤者との間で 

 契約を締結するものとします。なお、疑義を避けるために付⾔すると、当社はかかる別途 
 の契約の締結義務を負うものではありません。 

 3.  本サービスの契約期間は、当社ウェブサイトに掲載するとおりとします。 
 4.  本サービスは準委任の条件で実施されます。当社は⾃らの専⾨的な知識および経験に基づ 

 き、法令を遵守し、善良な管理者の注意義務をもって本サービスを提供します。 
 5.  当社は、本サービスにより、⼀定の成果が達成されることを保証するものではありませ 

 ん。 

 （対価及びその⽀払い⽅法） 
 第6条  利⽤者は、当社に対し、当社ウェブサイトに掲載する本サービスの対価（以下、 

 「委託料」といいます。）を当社指定の期⽇までに⽀払います。なお、当該⽀払いにかか 
 る費⽤は利⽤者の負担とします。 

 （指揮監督） 
 第7条  当社は、本サービス従事者の使⽤者としての責任を負い、本サービスに携わる⾃⼰ 

 の従業員に対する指⽰、労務管理、安全衛⽣等に関する⼀切の指揮監督を⾏います。 

 （知的財産権） 
 第8条  本サービスの提供過程で⽣じた知的財産権（特許権、特許を受ける権利、実⽤新案 

 権、実⽤新案登録を受ける権利、回路配置権、回路配置権の設定の登録を受ける権利、意 
 匠権、意匠登録を受ける権利、育成者権、著作権（著作権法第２７条及び第２８条に規定 
 する権利を含むが、これらに限定されません。）及び商標権、並びに、これらのいずれか 
 に相当する⽇本国外の法令に基づく権利をいいます。）は当社に帰属するものとします。 

 2.  利⽤者は、当社が本サービスの提供過程で利⽤者に提出した報告書その他の提出物（以下 
 「提出物」といいます。）を、⾃⼰の業務遂⾏のために利⽤することができます。ただ 
 し、この場合であっても、提出物に当社の秘密情報が含まれている場合は、利⽤者は、第 
 9条（秘密保持）に違反しない範囲でのみ、提出物を利⽤することができるものとします。 
 また、いかなる場合であっても、利⽤者は、本サービスに類似する役務（有償か無償かを 
 問いません）を第三者に提供するために提出物を利⽤してはならないものとします。 

 3.  当社は、提出物の作成にあたり、⽣成AIを⽤いる場合があります。⽣成AIを利⽤して作成 
 した提出物という性質上、提出物の記載内容には誤りが含まれることがあり、当社は当該 
 提出物の正確性、品質、適法性を含め、いかなる種類の表明も保証も⾏いません。また、 
 ⽣成AIによる出⼒結果の誤りに関連⼜は起因して⽣じた利⽤者の損害について、当社は⼀ 
 切の責任を負いません。利⽤者が、当該提出物を利⽤するにあたっては、事前に、⼈によ 
 るチェックを⾏ってください。 

 （秘密保持） 
 第9条  利⽤者及び当社は、本契約により知得した相⼿⽅の業務上及び技術上の情報であっ 

 て、秘密である旨の表⽰がなされたもの（以下 「秘密情報」といいます。）について秘密 
 を保持し、事前に相⼿⽅の書⾯による承諾なくして、本サービス及び本サービスに関連し 
 て利⽤者が利⽤する当社のサービスの履⾏以外の⽬的で秘密情報を使⽤し⼜は第三者に開 
 ⽰し漏洩してはならないものとします。但し、以下の各号の⼀に該当する情報は、秘密情 
 報には該当しないものとします。 

 (1)  開⽰を受け⼜は知得したときに既に公知であったもの。 
 (2)  開⽰を受け⼜は知得したときに既に⾃ら所有していたもの。 
 (3)  開⽰を受け⼜は知得した後に⾃⼰の責に帰すことのできない事由により公知となった 

 もの。 
 (4)  開⽰を受け⼜は知得した後に本サービスとは無関係に開発したもの。 



 (5)  正当な権限を有する第三者から守秘義務を負わずに合法的に取得したもの。 
 2.  前項にかかわらず、当社は、本サービスを遂⾏するのに必要な範囲で、当社の⼦会社及び 

 委託先（以下「再開⽰先」といいます。）に秘密情報を開⽰することができるものとしま 
 す。この場合、当社は当該再開⽰先の秘密保持につき責任を負います。 

 3.  本条に定める秘密保持義務は、本契約の終了後も３年間存続します。 

 （権利義務の譲渡禁⽌） 
 第10条  利⽤者は、事前に相⼿⽅の書⾯による承諾を得ない限り、本契約により⽣じる権利 

 義務の全部⼜は⼀部を、第三者に譲渡し、承継させ⼜は担保に供することはできないもの 
 とします。 

 2.  当社は、(a)合併、買収、⼜は当社資産の全部もしくは⼤部分の売却に関連する場合、⼜は 
 (b)当社のいずれかの関連会社を相⼿先とする場合、もしくは企業組織再編成の⼀環として 
 ⾏う場合には、利⽤者の同意なくして、本契約上の地位を第三者に譲渡することができる 
 ものとします。かかる譲渡がなされた時点で、譲受⼈は、本契約の当事者として当社に代 
 わるものとみなされ、当社は本契約に基づき履⾏すべきすべての義務及び責務から完全に 
 免れるものとします。前記に従うことを条件として、本契約は、両当事者ならびに各々の 
 許可された承継⼈及び譲受⼈を拘束し、それらの者の利益のために効⼒を有するものとし 
 ます。 

 （不可抗⼒） 
 第11条  利⽤者及び当社は、地震、津波、暴⾵⾬、洪⽔、戦争、暴動、内乱、反乱、⾰命、 

 テロ、⼤規模⽕災、感染症、疫病、伝染病、ストライキ、ロックアウト、法令の制定‧改 
 廃、その他当事者の合理的⽀配を超えた偶発的事象（以下「不可抗⼒」という。）による 
 本契約の全部または⼀部の履⾏遅滞または履⾏不能については、責任を負わないものとし 
 ます。ただし、⾦銭債務の遅滞及び不能は不可抗⼒により免責されないものとします。 

 （解除） 
 第12条  利⽤者及び当社は、次の各号の⼀に相⼿⽅が該当するときは、本契約を直ちに解除 

 することができるものとします。 
 (1)  ⼿形交換所の取引停⽌処分を受けた場合 
 (2)  ⽀払の停⽌があった場合、⼜は仮差押、差押、競売、破産⼿続開始、⺠事再⽣⼿続開 

 始、会社更⽣⼿続開始⼜は特別清算開始の申⽴てがあった場合 
 (3)  公租公課の滞納処分があった場合 
 (4)  本契約の履⾏に関して重⼤な背信⾏為があった場合 
 (5)  その他前各号に準ずるような本契約を継続し難い重⼤な事由が発⽣した場合 

 2.  利⽤者及び当社は、相⼿⽅が本契約上の義務を履⾏しないときは、相当の期間を定めてそ 
 の履⾏を催促のうえ本契約を解除することができます。 

 （中途解約） 
 第13条  利⽤者は、当社に対し当社指定の⽅法で通知することにより、本契約を解約するこ 

 とができるものとします。ただし、解約⽇の属する⽉（各⽉1⽇の午前0時から午前8時59 
 分までの間に解約された場合は前⽉）の委託料については、その全額につき⽀払義務を免 
 れないものとします。なお、利⽤者は、解約⽇を当社に対する通知の⽇よりも前に遡及さ 
 せることはできません。 

 2.  当社は、利⽤者に対し2週間前までに通知することにより、本契約の全部⼜は⼀部をいつ 
 でも解約することができるものとします。 

 （プライバシーポリシー） 
 第14条  当社は、お客様に関する個⼈情報の取扱いに関する⽅針(以下「プライバシーポリ 

 シー」といいます。)を定め、これを当社のウェブサイトにおいて公表します。 

 （反社会的勢⼒の排除） 
 第15条  利⽤者及び当社は、⾃⼰が、現時点及び将来にわたって次の各号の⼀に該当しない 

 ことを確約します。 



 (1)  暴  ⼒  団、  暴  ⼒  団  員、  暴  ⼒  団  準  構  成  員、  暴  ⼒  団  関  係  者、  総  会  屋、  社  会  運  動  等  標  ぼ  う  ゴ  ロ  特 
 殊知能暴⼒集団その他これらに準じる者（以下あわせて「反社会的勢⼒」といいま 
 す。）であること。 

 (2) 反社会的勢⼒が、実質的に経営を⽀配し⼜は経営に関与していること。 
 (3) 反社会的勢⼒を利⽤していること。 
 (4)反社会的勢⼒に対して資⾦等を提供し⼜は便宜を供与するなどの関与をしていること。 
 (5) 反社会的勢⼒と社会的に⾮難されるべき関係を有していること。 

 2.  利⽤者及び当社は、⾃⼰が、利⽤者⼜は当社⾃⾝⼜は第三者を利⽤して、相⼿⽅⼜は相⼿ 
 ⽅の関係者に対し詐術、暴⼒的⾏為、脅迫的⾔辞を⽤いる⾏為、法的な責任を超えた不当 
 な要求⾏為、相⼿⽅の信⽤を毀損し、⼜は相⼿⽅の業務を妨害する⾏為、その他これらに 
 準ずる⾏為をしないことを確約します。 

 3.  利⽤者⼜は当社が前⼆項のいずれかに違反した場合には、相⼿⽅は何らの通知、報告を要 
 せず、直ちに本契約を解除することができるものとします。 

 4.  利⽤者⼜は当社が前項の定めにより本契約を解除した場合には、相⼿⽅に損害が⽣じても 
 ⼀切これを賠償せず、また、かかる解除により解除した者に損害が⽣じたときは、相⼿⽅ 
 はその損害を賠償するものとします。 

 （損害賠償） 
 第16条  利⽤者及び当社は、⾃⼰の責に帰すべき事由により相⼿⽅に損害を与えた場合、本 

 契約の解除の有無にかかわらず、直接の結果として現実に被った通常の損害に限り賠償責 
 任を負うものとし、予⾒の有無を問わず特別の事情から⽣じた損害、逸失利益、派⽣的損 
 害及び間接損害については責任を負わないものとします。但し、かかる損害賠償額は、当 
 社が受領した委託料相当額を上限とします。 

 （分離可能性） 
 第17条  本規約のいずれかの条項が何らかの理由により無効⼜は執⾏不能とされた場合で 

 あっても、本規約の他の条項が無効⼜は執⾏不能となるものではなく、また、かかる場合 
 には、当該規定は、有効かつ執⾏可能となるために必要な限度において限定的に解釈され 
 るものとします。 

 （準拠法‧管轄裁判所） 
 第18条  本契約は、⽇本法に準拠し、⽇本法に従って解釈されるものとします。 
 2.  本契約に関し紛争が⽣じた場合は、東京地⽅裁判所を第⼀審の専属的合意管轄裁判所とし 

 ます。 

 （協議） 
 第19条  本契約に定めのない事項及び本契約の解釈に疑義を⽣じた場合には、その都度両当 

 事者誠意をもって協議し解決するものとします。 


